
クロフエンセット（Clofencet）  クロフェンセット  （別紙）  

参考基準値  
基準粧  作物残留試験成耕  
案   

Pl）m   

牛の筋肉 たt妻   0．15  アメリカ  
豚の筋肉  
その  他の陸棲哺乳掛こ属する動物の筋肉  ．2  0．15  アメリカ   

牛の脂肪  禰灘  0．04  ア  カ  

豚の月  旨肪  ▼前車  ア  
その他の陸棲l哺乳≠削こ属する動物の脂肪  0．04  ア  カ   

牛の肝臓  摘  0．5  ア  カ  
豚の肝臓  

藍                         ：盲  

そのイ  也の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓  0  0．5  ア  カ   

牛の腎臓 ㍊も  10．0  ア  カ  
豚の腎臓  ア  
その他の陸棲哺乳矧こ属する動物の腎臓  ざ．id  10．0  ア  カ   

牛の食用部分  ；5   0．5  アメ  カ  

豚のf  0．5  

その†   醐 ‡b   国 ．5  0．5   

乳  d、ニ02  0．02  7ノ  カ  

鶏の  循肉  腸2  0．15  ア，  カ  

そ♂）－  鮎の家きんの筋肉  泡：、虫  0．15  アノ  カ   

鶏の爪  旨肪  0．0′1  ア  カ  
その†  鮎の家きんの脂隅  ○二¢4  カ  
剋の肝臓  撤2  0．20  アメ  カ  

その他の豪きんの肝臓  淘：2  カ               0．20  7メ  

臓  0．20   アノ   力  
の家きんの腎臓  十  甘袖   2 2  0：20   7ノ   カ  

用留i分  ⊥  0．20  
の家きんの食用部分  十★ 軒   0．20   

劫の卵  登     釘 河  1．0  
その他の家きんの卵  1．0   

審議の対象  農薬の食品中の痍留基準の琴定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。 

構金武   

／訂Cて  

O ヮ  
叫   

0♂C＼oH 

用途   農薬／植物成長調整剤   

作用機構   
小麦め稔性を維持しつつ、花粉の生産を阻害することで、品種間交雑をし  
やすくするために用L、られると考えられている。   

適用作物   小麦（アメリカ）   

我が国の登録状況   農薬登録はない。   

国際基準は設定されていない。  

諸外国の状況  米国において残留基準値は設定されているが、流通実態はなく、登録取り  
下げの手続が開始され、今後基準値が削除される予定である   

許容一日摂取量（ADI）0．05mE／kg体重／da  

食品安全委員会における食  

品健康影響評価港果   無毒性量5mg／kg体重／day  

安全係数100   
基準値案   別紙のとおり、食品中の残留基準を設定しないこととする   

意見聴取の状況  平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  
今後、パブリックコメント及びWTO通報≠続きを予定   

答申案   
クロフェンセットについては食品中の残留基準を設定しないことが適当で  
ある。   

平成17年11月29日悍生労働省告示第499号において新しく設定した塵判捌こついては、網をつけて示した。  
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プロファム（Propham）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の設定   

経緯   ポジティブリスト制度導入時に設定した基準値の見直しを行うもの。   

＝＝＝ ≒   ∈㌻NHC卸元H8）2   

用途   農薬／除草剤、植物成長調整剤   

カー′くメート系除草剤である。また、ぱれいしよの発芽阻止を目的に植物  
作用機構  成長調整剤として用いられる。有糸分裂阻害により活性を示すものと考え  

られている。   

適用作物 ばれいしょ（ニュージーランド）   

我が国の登録状況   農薬登録はない。   

国際基準は設定されていない。  
諸外国の状況  ニュージーランドにおいてばれいしょに基準値が設定されている。   

ラット以外の喪験動物で実施された適切な試験が報告されていないこと、  
食品安全委員会における食     発生毒性に関して適切に評価できる試験が実施されていないこと等によ   

品健康影響評価結果   り、一日摂取許容量（ADI）を設定するための試験成績が不十分であった  

ことから、プロファムのADIを設定しない。   

食品中に「不検出」とする農薬等の成分である物質として定める現行の管  
基準値案 理措置を維持することとし、プロファムは食品に含有されるものであっては  

ならないものとする。   

意見聴取の状況   
平成22年3月30日に在京大使館への説明を実施  
今後、パブリックコメント及びWTO通報手鋳きを予定   

答申案   
プロファムについては、食晶に含有されるものであってはならないとする現  
行の食品規格を維持することが適当である。 
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ビリプロキシフェン（Pyriproxyfbn）  
農薬名  ビリプロキシフェン  （別紙1）  

審議の対象   農薬の食品中の残留基準の設定   

経緯   
農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請及び」インポートトレラン  

ス制度に基づく基準設定の要請があったもの。   

構遺式   

倉oリバ迩   

鱒途   農薬／殺虫剤   

4－フエノキシフエノキシ構造を有する殺虫剤  

作用機構  
昆虫体内で幼若ホルモンとして作用し、胚仔の発育阻害による殺卵作用、  
蛎化または成虫化を阻害することによる変態阻害作用等により作用すると  
考えられている。   

インポートトレランス申請；クランベリー／Crahb。，．YF，。itw。rm．Leca。ium  

適甲作物／適用病害虫等     Scale  

適用拡大申請；茶／クワシロカイガラムシ   

我が国の登録状況   トマト、ピーマン、なす、きゆうり等に農薬登録がなされている。   

かんきつ類果実、綿実等に国際基準が設定されている。  
諸外国の状況  米国でアボカド、かんきつ類果実、クランペリー等に基準が設定されてい  

るこ   

許容一日摂取量（ADり望・1m〟kg体重／d8V  

食品安全委員会におiナる食     ［設定根拠］1年間慢性毒性試験（イヌtカプセル経口）   

晶健康影響評価結果   無毒性量10mg／kg体重／day  
安全係数100   

基準値案   
別紙1のとおり。  

残留の規制対象物質：ビリプロキシフエン本体   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADト比  

（％）  

国民平均   15．1  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   26．5  

妊婦   14．2  

高齢者（65歳以上）   15．2  

TMDI‥痩論最大一日摂取量（TheoreticalMaximumDaily［ntake）   

意見聴取の状況   
平成22年3月9日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメント慶びWTO通報手続きを予定   

答申案   別紙2のとおり。   

参考基準値  
基準値  作物残留試験成崩  

農産物名  案   
ppm  DPnl  PPm   m   

【米国の未成業ほんど   
大豆   0．2  0．2  0．2  アメリカ  うを参照】   

【米国の未成熟えんど   
小豆類   0．2  0．2  うを参掴】   

【米国の未成熟えんど   
えんどう   0．2  0．2  うを参照】   

【米国の未成熟え～ど   

そらまめ   0．2  0．2  うを参照】   
【米国〟）東成糾えんど  

その他の豆頬   0．2  0．2  0．2  ， アメリカ・  うを参照】  

【米国のキャベツ及び  
はくさい  0．7  カリフラワーを餅肌  

【0．05－0．33（‖＝R）（睾園  
キャベツ外燕あり、  

く0．01－0．0コ（】ドH）（光岡  
キャベツ  0．7   キャベツ外典なし）】  

【光l司のキャベツ及び  

芽キャベツ   0．7  0．7  カリフラワーと奄照】   
【咄削）マスタード〟）燕   

ケーール 2．0  2．0  む参押】   
‖姫恒－J・スタードの堪   

こまつな   2．0  ・2．0  を執l（り   

【斗三周のマスクードの鴨   
きような   2．0  2．0  を執椚   

tll亡国のマスタード〟）堰   

チンゲンサイ   2．0  2．0  を朝椚   
【く0．ql－0．卜l（‡Ⅲll＝8）  

カリフラワー   0．7  0．7  （刑司カリフラワー）】   

巨tさl卦のキーlペツ及び  

ブロッコリー   0．7  0．7  カリフラワーを劉妊‖   
＝雄恥）マスタード〟）唯   

その他のあぶらな科野菜   コ．0  2．0  を参照】   

lく…卜【l．【川拙1＝り）  

たまねぎ  ＿－J・J5  0．1．  ア刈カ   （米国たょりぎユ】＿  
い．川．0．28／  

U．1・l．0．：箋：購）  

【（0．0卜  

0．禦冊）（n＝柑）（米国トマ  

トマト  1 O ト）】  

1．∩6．1ノ】0／  
2．】8（軋1．2ニ購）  

【〈（〉．n卜  

0．17（＃）（n＝B）（米国ピー  
ピ・－－†マン  3   3   ○  マン）】  

0．14．∩．28／  

なす．  1 O 0．1・1，0．ヱ8  

0．83．0．79（ししとう）  
【0・02TO・06（＃）（n＝4）  

その他のなす科野菜   2   2   ○  （米国とうがらし）】   
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農薬名  ビリプロキシフェン  （別紙1）  

参考基準値  
基準個  作物残留試験成請  

農産物名  案   
Pロ11】  pl〕m  Pl）111   

【0．03－0．20（n＝8）（米国  
もも   1．0  1．0  1．0  アメリカ  もも）】   

【米国のもも∴ブルー  
ネクタリン  1．0  1．0  ン、おうとうを参照】   

Ⅰ米国のもも、ブルー  
あんず（アプリコシトを含む）   1，0  1・．0  γ、おうとうを参刷   

【0．03－0．20（n＝11）（米国   
すもも（プルーンを含む）   1．0■  1．0  すもも）】   

【0．06－0．97（＃）（肝10）  
おうとう（チェリーを含む）   1．0  1．0  1．0  アメリカ   （米国おうとう）】   

いちご   0．3  0．3   0．30  7州カ  【0．03－0．2仙戸村）】   

10、16（蠣ト0．6ヱ（nニb）（米  
ブルーベリ」   1．0  1．0  図ブルーベリー）】   

【米国のブルーベリー   
クランベリー   1．0  lT  を参照l   

【．米国のブルーベリー   
ハック／レベリー   1．0                            1．0  を参！試l】   

【米国のブルーベリー   
そ甲他塑二軍果賽   1且  1．0  1．0      を参照I   

【0．03（＃ト  
1．93（≠）く11ニl：川さやl乱iこ  

ぷどう′  0．5  どう）1  

【米国のライチ、パンレ  
イシ、カーリーブ、グアバ  

パパイヤ   1．0  1．0   を恕酎  

【来園のライチバンレ  
イシ、オ‘リ「プ、グアバ   

アボカド   l．0  1．0  を参照I   

【仇025－0．0539（n＝3）（米  
グアバ  0．1  0．10  園グアバ）】  

UI三田のライチ、バンレ  
イシ、オリーブ、グアバ  

マンゴーー  1．0  1．0  を参照】  

【米国のライチ、′くンレ  
イシ、オリーブ、グアバ  

パッションフルーツ  0．1   0．10   を参照】   

【0．096（＃ト  
0．203（＃〉（n＝3）（北国ライ  

チ）、  
0．026－0．0940（n三3）（米  

回バンレイシ）、  
0．13－1．8（＃）（lド6）（粟国  
オリーブ）／米国のグア  

その他の果実   1．0  1．0  1．0  アメリカ         バを参照】   

綿実   0．05  0．05  0．05  0．05  アメリカ  

参考基準値  
基準値  作物残留試験成績  

農産物名  案   
ppm  ロDm  ppm   ロロm  ロpm   

0．03，0．02／  
0．03，0．02  

Iく0，01－0．01（n＝7）（米国  
きゆうり   0．2  0．2  ○  きゆうり）】   

【く0．01（n＝6）（米国かば   
かぼちや   0．1  0． 0．10  アメリカ  ちゃ）】   

【米国のきゆうり、かば  
しろうり   0．1  0．1  ちゃ、メロンを参照】   

t米国のきゆうり、かぽ  
すいか   0．1  0．1  ちや、メロンを参照】  

〈001く001   
lく0．Ol－0．04（n＝9）慄個   

メロン頬果実   ○  メロン）】   

【米国のきゆうり、かば  
まくわうり   0．1  0．1  ち・〈－、メロンを参照】   

【粟国のきゆうり、かぽ  
その他のうり科野菜   0．1  0．1  0．10  アメリカ   ちゃ、メロンを参照】   

【く0．02－  
く0．02（＃）（Ⅳ＝8）（粟国おく  

オークラ  0．02  0．02  ら）l  

【く0．0卜0．06（n≡8）（ス  
ナップえんどう）、  

0．03－0．12（れ＝4）（さやえ  

未成熟えんどう  0．2   0．20   んどう）】   

【水圏の未成熟えんど  
未成熟いんげん   0．2  0．2  うを参闇】   

【米田の朱戚払えんど  
えだまめ   0．2  0．20  アメリカ   うを勢照】＿  

【来園の未成熟えんど  
その他の野菜   0．2   0．20  アメリカ  うを撃脚一触  

みかん   0，5  0．5  0．5  0．3  
なつみかんの果実全体   0．5  0．5  0．5  
レモン   0．5  0．5  0．5  
オレンジ（ネープ／レオレンジを含む）   0．5  0．5  0．5  
グレープフルーツ   0．5   0．5  0．5  
ライム   0．5  0．5  0．5  
その他のかんきつ頸果実   0．5  0．5  0．5  0．3  アメリカ   

l（0．0拍ト  
0．16（れ＝25）（米国りん   

りんご   0．2  0．2  0．2  アメリカ  ご〉I   

日本なし   

酉渾なし   

マルメロ   

ぴわ   0．2  0．2        【米周の亡弟果実を参  照】    0．2  0．2        【く0．0拍ト0．08（n＝13）】    0．2  0．2        【米国の仁果果実を参  照】    0．2  0．2    0．2   アメリカ  【米国の仁果果実を参  憫】   
－165－  一166－   



（別紙2）  

農薬名  ビリプロキシフェン  
ビリプロキシフェン  

残留基準鑑   
食品名  

大王  0．2   

小豆類  0．2   
えんどう  0．2   
そらまめ  D．2   
その他  の吉堀（注1）   0．2   
はくさい  0．7   
キャベツ  0．7   
芽キャベツ  0．7   
ケール  2．0   
ニまつな  2．0   
きような  2．0   
チンケンサイ  2．0   
カリフラワー  0．7   
ブロッコリー  り．7   

その他  lのあぶらな科野菜（注2）   2．0   
たまニhぎ  1l．15   
ト1′ト  

ビ・一マー／  t  

なす  
そ♂）他  」のなナ科甲一項（注3）′   

きゆうり  0．コ   

かばちや  0，I   
しろうり  
すいか  0．】   

メロン畑狼某  0．1   
まくわうり  0．】   

その他  】のうり拍撃r韮（注／1）   n．1   
オクラ  U．1〉ご   

東成勲烹んどう  ll．ご   

東l北卓  如、んげん   l】．ご   

えだ遮れ  lI．0   
モの仙  〟181トⅥ（托5）   l】．ご   

ノ■かん  0．ム   

なつ力かんの異邦丘作  （1．ヱi   

レ∫亡ン  0．5  
1■レンジ（ネーブルオレンジを含む）   
プレーンーフルーツ  0．5   
ライム  ll．ム   

その他  ‖ハかんき一ノ用！l～r年（注6）   lI．5   
りんご  ll．2   
日本なし  0．コ  

西洋なし   ll．ご  

マルメロ   l，．コ  

ぴわ   tI．コ  

もも  1．1l   
ネクタリン  1．0   
あんず（アプリコットを含む）  

すもも（プルーンを含む）  1．－I   

うめ  l】．8   

おうとう（チェリーを含む）  l．1l   
い′二ノご  UJl   
プ／レー′くリー  
クラン‘ペリー  
ハックル／くり－  1．（l   
そ〝）他  l〟）ペリ】・一拍黒ぺ＝注7）   】．U   

ぷどう  ll．5   
パパイヤ  l．0   
アポカ  1．0   
グアバ  い．l   
rrンゴー・  

パ・ソションフルーツ  
】．1I  

りl   

その州  り）墨：別姓H）   1．U   
納：姫  U．1】5   

くり  llUご   

ペカン  0．0ご   

アー・モンド  け‖ご   
くるみ  0．112   
その他  lのナブγ稲川：9）′   0．11コ   

耶  m  
のネ／くイス（注IU）   

のハープ（注11）   2．U  
M   n．（‖  

叫掛倒lほい訊に朋ナる稀内′注】2〉   仇机  
肌   D．1〉1  

〝1随【朗Il乳用に凪ナぞ▲脂肪   い‘‖  
甘  
呵制別冊L何に属する動物〟）肝臓   ll11l  
■  0．‖  

〝）悼脚l托乳Ⅶに朋ナる動物lハ幣u  0．¢l   

上ド〝）虎川部1J  り．t‖   

その他  】い陵捷哺乳矧こ鳩すか納拘の食用訊分（注13）  0．tll   
0．tlt  

抑芙カ  lll洗ト1に限る。）          綿実油（注14を除く．） ミ不フルワ1 0．M  
・－・・：／－¶1  UJl   

（注1）「その他の豆類jとは、王類のうち、  
大豆、′ト豆類、えんどう、そらまめ、らつか  
せい及びス′くイス以外のものをいう．  

（注2）「その他のあぶらな科野丸とは、  
あぶらな科野菜のうち、だいこん頬の根、  
だいこん類の稟、かぶ類の択、かぶ類の  
葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャ  
ベツ、井キャベツ、ケール、こまつな、きよ  
うな、チンダンサイ、カリフラワー、ブロッコ  
リー及びハープ以外のもの釦、う．  

（注3）㌻その他のなす科野菜Jと  
は．なナ科野菜のうち，トマト ピー  
マン及びなす以外のものをいう。  
（注4）「その他のうり科野菜」と  
は、うり科野電のうち、きゆうり、か  
ばちや、しろうり、すいか、メロン頓  
果実及びまくわうり以外のもの女い  
、  

（注5）「その他の野菜」とは、野菜  
のうち．いも頬、てんさい、さとうき  
び、．hぷらな料If薫、きく村野・軋 ゆ  
りf斗貯常、せり科If頚、なすf仲f薫、 
うり村野零、lエうれんそう、たけの  
こ、オクラ、しようが、東成朗えんど  
う上乗成禦いんげん、えだまめ、きの こ相 

、ス′くイス及びハープ以外のl，の  
をいう．  
（注6）【その他のかんきつ栢取額」  

とは、かんきつ猫i果爽のうち、みか  
ん、なっみかん、なつみかんの外果  
皮、なつみかんのj帖天皇伴、レモン、  
1‘レンジ、グレーヅフルーツ、ライム  
及びスパイス以外のものをいう。  

参考基準値  
基準値  作物残留試廟成練  

農産物名  案   
Dロm  pDm  DPm   ppm．   

【米国のア「モンド及  
く 0．02   0．02  0．02  カ凋   ぴくるみを参照】   

【米国のアーモンド及  
ペカン   0．02  0．02  ぴくるみを参照】 

lく001（＃ト   

0．01（＃）（n＝8）（来園アー   
アーモンド   0．02  0．02  モンド）】   

【く0．01（＃）（n＝4）（米国く   
くるみ   0．02  0．02  るみ）】   

【米国のアーモンド及  
その他のナッツ頬   0．02  0．02  0．02  アメ州7．   ぴくるみを参照】   

0．82／0．07．0．03／  
茶   15  0．3  ○・rlヨ  5．16．6．58（引（荒木）   

【米国のライチ、バンレ  
イシ、オリーブ、グアバ   

その他のスパイス   1．0  1．0  1．0  アメリカ  を参照】   

【0．29」1．61（n＝7）（来園  
その他のハープ   2．0  2．0  2二0  アメl川   ．マスタードの＝贋）】   

牛の筋肉   0．01  0．01  【牛の脂肪を参照l   

その他の陸棲哺乳矧こ属する筋肉   0．01  0．01  【牛の脂肪を参照J   

牛の脂肪   0，01  0，01   0．Ol  
その他の陸棲哺乳撤に属する脂肪  0．01  0．Ol  0二Ol   

牛の肝臓   0．01  0．01  0．01   

その他の陸棲哺乳矧こ属する捌勿の肝臓  0．01  0．01  0．01   
牛の慣臓   0．01  0．Ol  0．01   
その他の陸棲哺乳珊に属する軌物の腎臓  0．01  －0．01  0．Ol   
牛の食用部分  0．01  0．Ol  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用  
部分  0．Ol   0．Ol   

綿実朋（往1・に限るこ）   0．01  0・0  0．Ol  

綿実朋（江】を除く。）   0．01  0．01  0．Ol   

ミネラルウオーター類  0．3  0．3  0．3服）  

「その他のべリー域果実」  
一昭紫袋のうち、いちご、  
、ブラックベリー、ブルー  

（注7）  

とは．ペリ  
ラズベリー  
ペリー・、クランペリー・及びハックルペ  
リー以外のbのをいう．  

（注8）ーその他の∠絶異」  ．
、
ご
ぴ
も
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ん
、
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県
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、おうとう、ペリー和典尭．ぷど  
かき、バナナ、キウイー、パ／くイ  
アボカド、バイナッブル、グア  
マンゴー、パッションフルーツ、  

なつめやし及びスパイス以外のものを  
いう。  
（牲9）「その他のナッツ帆 とは，  

ナッツ稲のうfJ．ぎんなん．くり．ペ  
カン．アーモンド及びくるみ以外のも  
のをいう．  

（Eヒ10） rそ〟）他のスパイス」と  
は、スパイス〟）うち、西洋j）さび、わ  
さびの根茎、にんにく、とうがl：，し、  
パプリカ、しようが、レモンの典伎、  
オレンジの果皮．ゆずの果皮及びごま  
の通子以外のものをいう。   

（往11）ーその他のハープ」とは、  
ハープのうち、クレソン、にら、パセ  
リの茎、パセリの葉、セロリの茎及び  
セロリの葉以外のtlのをいう．  

（注12）rその他の陸棲哺乳凱こ抗  
する動物j とは，随随哺乳郷に属ナる  
動物のうち、牛及び膵以外のものむい  
う．   

（注ユ3）「食用細分」と軋収用に  
供される部分のうち、隅内、脂肪．肝  
は及び暫k以外の軸分をいう．  

（注14）食用植物油脂の日本農林規  
紺こ規定する輔製綿実納、綿実サラダ  
油及びこれらと同軍以上の規格を有す  
ると認められる食用油  

（＃）これらの作物械留胱験は、吼縞の範囲内で諏強が行われていない匂  
（‡）これらの作物残留試験は、釈放成緋のばらつきを考臆し、この印をつけた班留防を基準依節定の根拠としたb  
旺1通用植物油脂の日本旗林規格に規定する精製綿実机綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると謎〟）られる食刑油 2WIiOガンu）C 

注）飲料水水質イドライui【leJi・1eVnlueに遮づき設定（GuideIineV血e：WHOにおいて各国の規制当局と給水サ「ビス現  
供省に上る飲料水水質の維持・向上を目的に設定されるWHO飲料水水質ガイドラインにおいて、飲料水水質を評価するための基礎とな  
る数値であり、生凛利こわたって洪放した場合、控川染着の榔捌こ瓜大なリスクを起こさない渋皮を示す。  

一1只7－  －11；久一   




